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公園緑地工事共通仕様書 令和６年版 令和７年改定 改定理由等 

1 章  基盤整備  

中略  

第 2 節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に

相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職

員と協議しなければならない。 

 

 

 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書            （令和元年 7 月） 

日本道路協会 道路土工―施工指針               （平成 21 年 6 月） 

日本道路協会 道路土工要綱                  （平成 21 年 7 月） 

日本道路協会 道路土工―軟弱地盤対策工指針          （平成 24 年 8 月） 

中略 

1-10-4 樹木伐採・抜根工 

1.受注者は、高木伐採、中低木伐採、枯損木処理の施工については、樹木の幹を現況地盤際

で切断し、建設発生木材として処分しなければならない。また、建設発生木材を工事現

場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計

画書に含め監督職員に提出しなければならない。 

2.受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後

速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」

を発注者に提出しなければならない。 

3.受注者は、高木抜根、中低木抜根の施工については、根株を切断、掘取りのうえ撤去し、

根株を掘り取った穴は、土砂で埋戻さなければならない。 

 

以下、略 

 

第 1 章  基盤整備  

中略  

第 2 節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。

これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図

書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督職員と協議しなければならない。 

 

日本公園緑地協会 造園施工管理 技術編               （令和 3 年 5 月） 

日本公園緑地協会 造園施工管理 法規編               （令和 3 年 7 月） 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書           （令和元年 7 月） 

日本道路協会 道路土工―施工指針               （平成 21 年 6 月） 

日本道路協会 道路土工要綱                  （平成 21 年 7 月） 

日本道路協会 道路土工―軟弱地盤対策工指針          （平成 24 年９月） 

中略 

1-10-4 樹木伐採・抜根工 

1.受注者は、高木伐採、中低木伐採の施工については、樹木の幹を現況地盤際で切断し、

建設発生木材として処分しなければならない。また、建設発生木材を工事現場から搬出

する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め

監督職員に提出しなければならない。 

2.受注者は、高木抜根、中低木抜根の施工については、根株を切断、掘取りのうえ撤去

し、根株を掘り取った穴は、土砂で埋戻さなければならない。また、掘り取った根株は

建設発生木材として処分しなければならない。 

3.受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了

後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施

書」を発注者に提出しなければならない。 

以下、略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章緑地育成にあわせ追

加 

 

 

 

 

 

ツリー図より細別廃止した

ため修正 

 

 

根株の処理について追記 
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公園緑地工事共通仕様書 令和６年版 令和７年改定 改定理由等 

第 2 章 植栽 

中略 

第 2 節  適 用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に

相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職

員と協議しなければならない。 

 

 

 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書            （令和元年 8 月） 

日本緑化センター 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)の解説  （平成 21 年 2 月） 

建設省 都市緑化における下水汚泥の施用指針           （平成 7 年 9 月） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説             （平成 28 年 3 月） 

 

中略 

2-3-2  材 料  

8.薬剤は、病害虫・雑草の防除及び植物の生理機能の増進または抑制のため、あるいはこれ

らの展着剤として使用するもので、下記の事項に適合したものとする。 

(1) 薬剤は、農薬取締法（平成 30 年、法律第 53 号）に基づくものでなければならない。 

 

第 2 章 植栽 

中略 

第 2 節  適 用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。

これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図

書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督職員と協議しなければならない。 

 

日本公園緑地協会 造園施工管理 技術編                （令和 3 年 5 月） 

日本公園緑地協会 造園施工管理 法規編                （令和 3 年 7 月） 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書            （令和元年 8 月） 

日本緑化センター 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)の解説  （平成 21 年 2 月） 

建設省 都市緑化における下水汚泥の施用指針           （平成 7 年 9 月） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説             （平成 28 年 3 月） 

国土交通省  都市公園の樹木の点検・診断に関する指針（案）   （平成 29 年 9 月) 

中略 

2-3-2  材 料  

8.薬剤は、病害虫・雑草の防除及び植物の生理機能の増進または抑制のため、あるいはこ

れらの展着剤として使用するもので、下記の事項に適合したものとする。 

(1) 薬剤は、農薬取締法（令和 5 年 5 月改正 法律第 36 号）に基づくものでなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章緑地育成にあわせ追

加 

 

 

 

倒木、落枝等が問題となっ

ていることから指針を追記 

 

 

 

 

法改正により修正 
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公園緑地工事共通仕様書 令和６年版 令和７年改定 改定理由等 

第３章 緑地育成 

 

中略 

 

第 2 節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。

これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図

書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督職員と協議しなければならない。 

 

日本公園緑地協会 造園施工管理 技術編               （令和 3 年 5 月） 

日本公園緑地協会 造園施工管理 法規編               （令和 3 年 7 月） 

日本造園学会 造園工事総合示方書 技術解説編           （平成 27 年 5 月） 

日本造園建設業協会 公園・緑地樹木剪定ハンドブック        （令和元年 1 月） 

環境省 公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル        令和 2 年 5 月） 

森林総合研究所 放置竹林の把握と効率的な駆除技術       （平成 30 年 2 月） 

公園・緑地維持管理研究会 改訂５版公園・緑地の維持管理と積算 （平成 28 年 12 月） 

造園修景積算研究会 造園修景積算マニュアル             (令和元年 4 月) 

 

 

中略 

3-5-3 病 害 虫防除工  

中略 

 

(4)薬剤施用に使用する薬剤の取り扱いについては、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）

等の関係法令等を遵守するとともに、メーカーなどで定める使用方法に従って適正に行

わなければならない。 

中略 

3-6-2 材 料  

1.受注者は、芝生地育成工の施工に使用する肥料、薬剤については、施工前に監督職員に品

質を証明する資料等の確認を受けなければならない。なお、薬剤については農薬取締法

（昭和 23 年法律第 82 号）に基づくものでなければならない。 

第３章 緑地育成 

 

中略 

 

第 2 節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。

これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図

書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督職員と協議しなければならない。 

 

日本公園緑地協会 造園施工管理 技術編              （令和 3 年 5 月） 

日本公園緑地協会 造園施工管理 法規編              （令和 3 年 7 月） 

日本造園学会 造園工事総合示方書 技術解説編           （平成 27 年 5 月） 

日本造園建設業協会 公園・緑地樹木剪定ハンドブック      （令和元年 1 月） 

環境省 公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル       (令和 2 年 5 月） 

森林総合研究所 放置竹林の把握と効率的な駆除技術       （平成 30 年 2 月） 

公園・緑地維持管理研究会 改訂５版公園・緑地の維持管理と積算 （平成 28 年 12 月） 

造園修景積算研究会 造園修景積算マニュアル             (令和元年 4 月) 

国土交通省 都市公園の樹木の点検・診断に関する指針（案）    (平成 29 年 9 月) 

 

中略 

3-5-3 病 害 虫防除工  

中略 

 

(4)薬剤施用に使用する薬剤の取り扱いについては、農薬取締法（令和 5 年 5 月改正 法律

第 36 号）等の関係法令等を遵守するとともに、メーカーなどで定める使用方法に従っ

て適正に行わなければならない。 

中略 

3-6-2 材 料  

1.受注者は、芝生地育成工の施工に使用する肥料、薬剤については、施工前に監督職員に

品質を証明する資料等の確認を受けなければならない。なお、薬剤については農薬取締

法（令和 5 年 5 月改正 法律第 36 号）に基づくものでなければならない。 
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公園緑地工事共通仕様書 令和６年版 令和７年改定 改定理由等 

第 4 章 施設整備 

 

中略 

 

第 2 節 適用すべき諸基準 

     受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に

相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職

員と協議しなければならない。 

 

 

 

国土交通省 都市公園移動等円滑化基準                   （平成 18 年 12 月） 

国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂第２版】 

              （令和 7 年 3 月） 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書           （令和元年 7 月） 

日本公園緑地協会 ユニバーサルデザインによるみんなのための公園づくり（改訂版） 

都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（改訂版）の解説   

（平成 29 年 3 月） 

国土技術政策総合研究所 防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン 

（改訂第 2 版）           （平成 29 年 9 月） 

国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版） 

            （平成 26 年 6 月） 

国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用す 

る可能性のある健康器具系施設）         （平成 26 年 6 月） 

日本公園施設業協会 遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2014  （平成 26 年 6 月） 

 

 

文部科学省・国土交通省 プールの安全標準指針        （平成 19 年 3 月） 

 

 

日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説 2019 版    （令和元年 9 月） 

日本電気協会 内線規程                   （平成 28 年 9 月） 

日本道路協会 道路土工要鋼                 （平成 21 年 7 月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第２巻       （平成 12 年 9 月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説      （平成 4 年 12 月） 

第 4 章 施設整備 

 

中略 

 

第 2 節 適用すべき諸基準 

     受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。

これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図

書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督職員と協議しなければならない。 

 

日本公園緑地協会 造園施工管理 技術編              （令和 3 年 5 月） 

日本公園緑地協会 造園施工管理 法規編              （令和 3 年 7 月） 

国土交通省 都市公園移動等円滑化基準                   （平成 24 年 3 月） 

国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂第２版】 

              （令和 7 年 3 月） 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書           （令和元年 7 月） 

日本公園緑地協会 ユニバーサルデザインによるみんなのための公園づくり 令和 6 

         年版 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（改訂第 2 版） 

の解説                  （令和 6 年 6 月） 

国土技術政策総合研究所 防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン 

（改訂第 2 版）           （平成 29 年 9 月） 

国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第３版） 

            （令和 6 年 6 月） 

国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用す 

る可能性のある健康器具系施設）         （令和 6 年 6 月） 

日本公園施設業協会 遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2024  （令和 6 年 4 月） 

国土交通省 みんなが遊べる、みんなで育てる 都市公園の遊び場づくり参考事例集 

（令和 6 年 4 月） 

文部科学省・国土交通省 プールの安全標準指針        （平成 19 年 3 月） 

空気調和・衛生工学会 空気調和・衛生工学便覧 給排水衛生設備編 

(平成 22 年 2 月) 

日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説(前編)    （令和元年 9 月） 

日本電気協会 内線規程第 14 版                （令和 4 年 12 月） 

日本道路協会 道路土工要鋼                 （平成 21 年 7 月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第２巻       （平成 12 年 9 月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説      （平成 4 年 12 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章緑地育成に習い追記 

 

修正漏れ 

 

 

 

改訂に伴う修正 

 

 

 

 

改訂に伴う修正 

 

 

 

 

必要な基準類として追記 

 

 

必要な基準類として追記 

 

 

改訂に伴う修正 
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インターロッキングブロック協会 インターロッキングブロック舗装設計施工要領 

                              （平成 29 年 3 月） 

日本道路協会 視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説   （昭和 60 年 9 月） 

日本道路協会 舗装再生便覧                      （平成 22 年 12 月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧             （平成 31 年 4 月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説         （平成 19 年 10 月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説          （昭和 59 年 10 月） 

日本道路協会 道路反射鏡設置指針              （昭和 55 年 12 月） 

国土交通省 防護柵の設置基準の改定について         （平成 16 年 3 月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧  （令和 3 年 3 月) 

日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン－道路デザイン指針(案)とその解説－ 

         （平成 29 年 10 月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン   （平成 29 年 11 月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説            （令和 2 年 4 月） 

建設省 道路附属物の基礎について              （昭和 50 年 7 月） 

日本道路協会 駐車場設計・施工指針・同解説         （平成 4 年 11 月) 

全日本建設技術協会 土木工事安全施工技術指針        （平成 22 年 4 月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説         （昭和 54 年 1 月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧             (平成 8 年 10 月） 

日本道路協会 透水性舗装ガイドブック２００７            （平成 19 年 3 月） 

日本道路協会  舗装設計便覧                 （平成 18 年 2 月） 

日本道路協会  舗装施工便覧                 （平成 18 年 2 月） 

日本道路協会  舗装の構造に関する技術基準・同解説      （平成 13 年 9 月） 

日本道路協会  舗装設計施工指針               （平成 18 年 2 月） 

日本道路協会  自転車道等の設計基準解説           （昭和 49 年 10 月） 

 

土木学会 舗装標準示方書                  （平成 27 年 10 月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）［2017 年制定］    （2018 年 3 月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編）［2017 年制定］    （2018 年 3 月）

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針［ 2012 年 版 ］     （平成 24 年 6 月）

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について      （平成 14 年７月 31 日）

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について 

                  （平成 14 年７月 31 日） 

建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について       （昭和 61 年 6 月） 

中略 

 

インターロッキングブロック協会 インターロッキングブロック舗装設計施工要領 

                              （平成 29 年 3 月） 

日本道路協会 視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説   （昭和 60 年 9 月） 

日本道路協会 令和 7 年版 舗装再生便覧                （令和 7 年 3 月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧             （平成 31 年 4 月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説         （平成 19 年 10 月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説          （昭和 59 年 10 月） 

日本道路協会 道路反射鏡設置指針              （昭和 55 年 12 月） 

国土交通省 防護柵の設置基準の改定について         （平成 16 年 3 月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧  （令和 3 年 3 月) 

日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン－道路デザイン指針(案)とその解説－ 

         （平成 29 年 10 月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン   （平成 29 年 11 月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説            （令和 2 年 4 月） 

建設省 道路附属物の基礎について              （昭和 50 年 7 月） 

日本道路協会 駐車場設計・施工指針・同解説         （平成 4 年 11 月) 

国土交通省 土木工事安全施工技術指針             （令和 4 年 2 月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説         （昭和 54 年 1 月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧             (平成 8 年 10 月） 

日本道路協会 透水性舗装ガイドブック２００７           （平成 19 年 3 月） 

日本道路協会  舗装設計便覧                 （平成 18 年 2 月） 

日本道路協会  舗装施工便覧                 （平成 18 年 2 月） 

日本道路協会  舗装の構造に関する技術基準・同解説      （平成 13 年 9 月） 

日本道路協会  舗装設計施工指針               （平成 18 年 2 月） 

日本道路協会  自転車道等の設計基準解説           （昭和 49 年 10 月） 

日本道路協会 自転車利用環境整備のためのキーポイント     (平成25年6月) 

土木学会 舗装標準示方書 2023 年制定             （令和 5 年 10 月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）［2023 年制定］    （2023 年 9 月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編）［2022 年制定］      （2023 年 3 月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針           （平成 24 年 6 月）

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について      （平成 14 年７月 31 日）

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について 

                  （平成 14 年７月 31 日） 

建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について       （昭和 61 年 6 月） 

中略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な基準類として追記 

改訂に伴う修正 

仕様書記載のルールに従い

修正 

仕様書記載のルールに従い

修正 
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第 3 節 給水設備工 

4-3-1  一般事項 

中略 

2.受注者は、給水設備工の施工については、設計図書において特に定めのない事項について

は「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国土交通省、平成 31 年 4 月）第 2 編

第 2 章配管工事及び第 5 編第 2 章第 2 節給排水衛生機器の規定による。 

中略 

4-3-5 循環設備工 

1.受注者は、循環設備工の施工については、設計図書によらなければならない。なお、特に

定めのない事項については、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国土交通省、

平成 28 年 3 月）、及び「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（国土交通省、平成

28 年 3 月）の規定による。 

中略 

4-3-7 消火栓工 

1.消火栓の施工については、設計図書によるものとする。なお、特に定めのない事項につい

ては、「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」（国土交通省、平成 28 年 3 月）第 5

編給排水衛生設備工事の規定による。 

中略 

第 6 節 電気設備工 

4-6-1 一般事項 

1.本節は、電気設備工として照明設備工、放送設備工、監視カメラ設置工、電気設備修繕工、

作業土工、電線管路工その他これらに類する工種について定める。 

2.受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、「公共建築工事標準仕様書

（電気設備工事編）」（国土交通省、平成 28 年 3 月）及び「公共建築工事標準仕様書（電

気通信設備工事）」（国土交通省、平成 28 年 3 月）の規定による。 

中略 

4-7-2 材料 

中略 

2.受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「公共建

築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省、平成 28 年 3 月）10 章石工事、11 章タイ

ル工事、15 章左官工事、18 章塗装工事の規格に基づき試験を実施する。これにより難い

場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 

8.施設仕上げ工の材料については、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省、

平成 28 年 3 月）10 章石工事、11 章タイル工事、15 章左官工事、18 章塗装工事の規定に

よる。 

中略 

 

第 3 節 給水設備工 

4-3-1  一般事項 

中略 

2.受注者は、給水設備工の施工については、設計図書において特に定めのない事項につい

ては「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 7 年版」（国土交通省、令和 7 年

3 月）第 2 編第 2 章配管工事及び第 5 編第 2 章第 2 節給排水衛生機器の規定による。 

中略 

4-3-5 循環設備工 

1.受注者は、循環設備工の施工については、設計図書によらなければならない。なお、特

に定めのない事項については、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 7 年

版」（国土交通省、令和 7 年 3 月）、及び「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

令和 7 年版」（国土交通省、令和 7 年 3 月）の規定による。 

中略 

4-3-7 消火栓工 

1.消火栓の施工については、設計図書によるものとする。なお、特に定めのない事項につ

いては、「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和 7 年版」（国土交通省、令和 7

年 3 月）第 5 編給排水衛生設備工事の規定による。 

中略 

第 6 節 電気設備工 

4-6-1 一般事項 

1.本節は、電気設備工として照明設備工、放送設備工、監視カメラ設置工、電気設備修繕

工、作業土工、電線管路工その他これらに類する工種について定める。 

2.受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、「公共建築工事標準仕様書

（電気設備工事編）令和 7 年版」（国土交通省、令和 7 年 3 月）及び「電気通信設備工事

共通仕様書令和 7 年版」（国土交通省、令和 7 年 3 月）の規定による。 

中略 

4-7-2 材料 

中略 

2.受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「公共建

築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版」（国土交通省、令和 7 年 3 月）10 章石工

事、11 章タイル工事、15 章左官工事、18 章塗装工事の規格に基づき試験を実施する。

これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 

8.施設仕上げ工の材料については、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版」

（国土交通省、令和 7 年 3 月）10 章石工事、11 章タイル工事、15 章左官工事、18 章塗

装工事の規定による。 

中略 
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4-11-6 井戸工 

中略 

1.さく井の施工については、設計図書によらなければならない。なお、特に定めのない事項

については、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国土交通省、平成 28 年 3 月）

第 7 編さく井設備工事の規定による。 

2.受注者は、手押ポンプの施工については、設計図書に示す高さに設置し、水平、垂直にな

るように施工するとともに、ねじれのないように施工しなければならない。 

3.受注者は、井戸設備の施工については、設計図書によるものとする。なお、特に定めのな

い事項については、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国土交通省、平成 284

年 3 月）、及び「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（国土交通省、平成 28 年 3

月）の規定による。 

中略 

第 12 節 建築施設組立設置工 

4-12-1 一般事項 

2.建築施設組立設置工の組立設置については、設計図書によらなければならない。なお、特

に定めのない事項については、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省、

平成 28 年 3 月）、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国土交通省、平成 28 年

3 月）、及び「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（国土交通省、平成 28 年 3 月）

の規定による。 

中略 

4-13-2 材料 

1.施設仕上げ工の材料については、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）10 章石工事、

11 章タイル工事、15 章左官工事、18 章塗装工事」（国土交通省、平成 28 年 3 月）の規定

による。 

中略 

4-13-3 塗装仕上げ工 

1.素地ごしらえ、合成樹脂調合ペイント塗り、溶剤形ビニル系塗料塗り、オイルステインワ

ニス塗り、塗材仕上げについては「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省、

平成 28 年 3 月）第 18 章塗装工事の規定による。 

中略 

 

4-13-4 加工仕上げ工 

1.石材加工仕上げ、コンクリート加工仕上げについては「公共建築工事標準仕様書（建築工

事編）10 章石工事、15 章左官工事」（国土交通省、平成 28 年 3 月）の規定による。 

 

 

 

4-11-6 井戸工 

中略 

1.さく井の施工については、設計図書によらなければならない。なお、特に定めのない事

項については、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 7 年版」（国土交通省、

令和 7 年 3 月）第 7 編さく井設備工事の規定による。 

2.受注者は、手押ポンプの施工については、設計図書に示す高さに設置し、水平、垂直に

なるように施工するとともに、ねじれのないように施工しなければならない。 

3.受注者は、井戸設備の施工については、設計図書によるものとする。なお、特に定めの

ない事項については、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 7 年版」（国土

交通省、令和 7 年 3 月）、及び「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和 7 年

版」（国土交通省、令和 7 年 3 月）の規定による。 

中略 

第 12 節 建築施設組立設置工 

4-12-1 一般事項 

2.建築施設組立設置工の組立設置については、設計図書によらなければならない。なお、

特に定めのない事項については、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版」

（国土交通省、令和 7 年 3 月）、「「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 7 年

版」（国土交通省、令和 7 年 3 月）、及び「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

令和 7 年版」（国土交通省、令和 7 年 3 月）の規定による。 

中略 

4-13-2 材料 

1.施設仕上げ工の材料については、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版 10

章石工事、11 章タイル工事、15 章左官工事、18 章塗装工事」（国土交通省、令和 7 年 3

月）の規定による。 

中略 

4-13-3 塗装仕上げ工 

1.素地ごしらえ、合成樹脂調合ペイント塗り、溶剤形ビニル系塗料塗り、オイルステイン

ワニス塗り、塗材仕上げについては「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年

版」（国土交通省、令和 7 年 3 月）第 18 章塗装工事の規定による。 

中略 

 

4-13-4 加工仕上げ工 

1.石材加工仕上げ、コンクリート加工仕上げについては「公共建築工事標準仕様書（建築

工事編）令和 7 年版 10 章石工事、15 章左官工事」（国土交通省、令和 7 年 3 月）の規定

による。 
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4-13-5 左官仕上げ工 

1. 化粧目地切り、コンクリート仕上げ、モルタル仕上げ、タイル下地モルタル塗りについ

ては、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省、平成 28 年 3 月）15 章左

官工事の規定による。 

中略 

4-13-6 タイル仕上げ工 

1.タイル張り仕上げについては、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省、

平成 28 年 3 月）11 章タイル工事の規定による。 

4-13-5 左官仕上げ工 

1.化粧目地切り、コンクリート仕上げ、モルタル仕上げ、タイル下地モルタル塗りについ

ては、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版」（国土交通省、令和 7 年 3

月）15 章左官工事の規定による。 

中略 

4-13-6 タイル仕上げ工 

1.タイル張り仕上げについては、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版」

（国土交通省、令和 7 年 3 月）11 章タイル工事の規定による。 

 

第 5 章  グラウンド・コート整備  

第 1 節  摘 要  

1.本章は、野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボー

ル場、バレーボール場、ゲートボール場などの運動施設における、グラウンド・コート舗

装工、スタンド整備工、グラウンド・コート施設整備工、構造物撤去工、公園施設等撤去・

移設工、仮設工その他これらに類する工種について適用する｡ 

2.各競技連盟の公認を必要とする施設については、その団体が定める競技規則による。 

3.構造物撤去工は第 3 編 2-9 構造物撤去工の規定による。 

4.仮設工は、第 3 編 2-10 仮設工の規定による。 

5.本章に特に定めのない事項については、第 1 編共通編、第 3 編土木工事共通編の規定によ

る。   

 

第 2 節  適 用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に

相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職

員と協議しなければならない。 

 

 

 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書           （令和元年 7 月） 

日本道路協会 道路土工要綱                 （平成 21 年 7 月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説       （平成 4 年 12 月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針             （平成 24 年 9 月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針          （平成 22 年 4 月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針          （平成 11 年 3 月） 

日本道路協会 舗装再生便覧                     （平成 22 年 12 月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧             （平成 31 年 3 月） 

日本道路協会 舗装施工便覧                 （平成 18 年 2 月） 

第 5 章  グラウンド・コート整備  

第 1 節  摘 要  

1.本章は、野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボ

ール場、バレーボール場、ゲートボール場などの運動施設における、グラウンド・コー

ト舗装工、スタンド整備工、グラウンド・コート施設整備工、構造物撤去工、公園施設

等撤去・移設工、仮設工その他これらに類する工種について適用する｡ 

2.各競技連盟の公認を必要とする施設については、その団体が定める競技規則による。 

3.構造物撤去工は第 3 編 2-9 構造物撤去工の規定による。 

4.仮設工は、第 3 編 2-10 仮設工の規定による。 

5.本章に特に定めのない事項については、第 1 編共通編、第 3 編土木工事共通編の規定に

よる。   

 

第 2 節  適 用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。

これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図

書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督職員と協議しなければならない。 

 

日本公園緑地協会 造園施工管理 技術編              （令和 3 年 5 月） 

日本公園緑地協会 造園施工管理 法規編              （令和 3 年 7 月） 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書           （令和元年 7 月） 

日本道路協会 道路土工要綱                 （平成 21 年 7 月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説       （平成 4 年 12 月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針             （平成 24 年 9 月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針          （平成 22 年 4 月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針          （平成 11 年 3 月） 

日本道路協会 舗装再生便覧                     （平成 22 年 12 月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧             （平成 31 年 3 月） 

日本道路協会 舗装施工便覧（令和 7 年版）              （令和 7 年 3 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章緑地育成に習い追記 
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公園緑地工事共通仕様書 令和６年４月版 令和 6 年４月改定 改定理由等 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧            （平成 8 年 10 月） 

日本道路協会 透水性舗装ガイドブック２００７            （平成 19 年 3 月） 

土木学会   コンクリート標準示方書（施工編）［2017 年制定］  （2018 年 3 月） 

土木学会   コンクリート標準示方書（設計編）［2017 年制定］  （2018 年 3 月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針［ 2012 年 版 ］     （平成 24 年 6 月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について       （平成 14 年 7 月 31 日）

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について 

                            （平成 14 年７月 31 日） 

建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について       （昭和 61 年 6 月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第２巻             （平成 12 年 9 月） 

日本体育施設協会 屋外体育施設の建設指針 平成 29 年改訂版     （平成 29 年 5 月） 

日本テニス協会 テニスコートの建設マニュアル               （平成 7 年 11 月） 

日本運動施設建設業協会 グラウンド・コート舗装施工指針 第２版 

                                 （平成 26 年 4 月） 

 

以下、略 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧            （平成 8 年 10 月） 

日本道路協会 透水性舗装ガイドブック２００７            （平成 19 年 3 月） 

土木学会   コンクリート標準示方書（施工編）［2023 年制定］  （2023 年 9 月） 

土木学会   コンクリート標準示方書（設計編）［2022 年制定］  （2023 年 3 月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針                  （平成 24 年 6 月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について      （平成 14 年 7 月 31 日）

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について 

                            （平成 14 年７月 31 日） 

建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について       （昭和 61 年 6 月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第２巻           （平成 12 年 9 月） 

日本スポーツ施設協会 屋外スポーツ施設の建設指針       （令和 7 年 3 月） 

日本テニス協会 テニスコートの建設マニュアル             （平成 7 年 11 月） 

日本運動施設建設業協会 グラウンド・コート舗装施工指針 第３版    

（令和 2 年 7 月） 

 

以下、略 

 

 

 

 

 

 

仕様書記載のルールに従い

修正 

 

 

 

改訂に伴う修正 

 

仕様書記載のルールに従い

修正 

第 6 章  自 然育成  

中略 

 

 

第 2 節 適用すべき諸基準類 

受託者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなければ

ならない。 

 

以下、略 

 

第 6 章  自 然育成  

中略 

 

 

第 2 節 適用すべき諸基準類 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。

これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図

書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督職員と協議しなければならない。 

 

日本公園緑地協会 造園施工管理 技術編              （令和 3 年 5 月） 

日本公園緑地協会 造園施工管理 法規編              （令和 3 年 7 月） 

国土交通省 緑の基本計画における生物多様性の確保に関する 技術的配慮事項 

              （都市緑地法運用指針 参考資料） (平成 23 年 10 月) 

環境省 自然公園等施設技術指針                (令和 4 年 3 月) 

農林水産省 水田生態系の保全に視点をおいた整備技術の解説書  (平成23年3月) 

農林水産省 水田生態系の保全技術ガイドブック                 (平成 28 年 3 月) 

 

以下、略 

 

 

 

 

適用すべき諸基準類を追記

したことから他章に習い記

述を修正 

 

 

第 3 章緑地育成に習い追記 

 

必要な基準類として追記 

(以下、同様) 

 

 


